哲学Ⅱシケプリ
哲学Ⅱの試験では、１～９の１１項目（１と７は２回の授業に分かれます。７（ｂ）はレジュメプリントでは８となっています）の中から、先生がランダムに５項目を選んで出題し、その中から２項目を自分で選んでそのテーマに関する哲学的な問題について記述するという形式です
１．意識・実在・他者
（ａ）意識と実在
知覚（見る、聞く、触る、嗅ぐ、味わう）は感覚とは違い、志向性を持つ（～について知覚するということ）
「見る」という行為を例に考えると
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対象としてのリンゴ　―　実在
リンゴの知覚像　　　―　意識　　　⇒　意識と実在の二元論
しかし、「リンゴが見える」と言う時の「リンゴ」は、普通は対象としてのリンゴのことであり、知覚像ではない。
知覚像と実物の関係をどう捉えるかという事について、３つの考え方がある。
（１）素朴実在論（日常の実感）
正しく知覚していれば、知覚像と実物は一致しており、２つは同一の存在であるという一元論的になる。また、誤って知覚している場合には、誤った知覚像とは別に実在の世界があるといった二元論になる。
普通は対象そのものを見ているのであり、他方、見誤りなどの時、例えば木の枝をトカゲと見間違う時のトカゲはトカゲという対象、つまりトカゲそのものではない（意識上に存在していただけ）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リンゴが見える（実在の対象）
誤った知覚（二元論）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正しい知覚（一元論）
では、見間違いに気付いた場合に、いつ二元論から一元論に戻るのか？
1 トカゲをトカゲとして見た場合　と　②木の枝をトカゲとして見た場合、しかも木の枝と気づく前
トカゲだ　―→　トカゲだ　　　　　最初の段階で①と②に何か違いはあるか？　→　違いはない
　　　　　　→　木の枝だった
しかし、素朴実在論では②は知覚像を見ていることになる。ならば①も知覚像になってしまい、一元論でなくなってしまう。
別の例では、まぶたを押すと、見ている対象が二重にダブって見える。この時、あくまで実物は１つであるのに、知覚像は２つに見えており、二元論になる。しかし、まぶたをゆっくりと元に戻すと二重像は元に戻り、知覚像と実物が一致する一元論になってしまう。二重になる前も知覚像ということになる
（２）意識と実在の二元論
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実在の世界（外界）とは別に、知覚像によって成立する世界（内界）を持つと考える。つまり、実物を取っているビデオカメラを通して、テレビ画面上で見ているようなもの。
困難1：実在の世界は「どこ」にある？
「ここにある」という答え、考え方の「ここ」も知覚上でしかない。テレビ画面に映っているものがどこにあるのかと聞かれて、テレビ画面上をさすようなことである。外界と内界には空間的関係がないのであるから、この問いはナンセンス。
困難2：外界の懐疑
人間は意識の世界である内界しか認識できず、外界がどういうあり方をしているか全く知りえない。つまり、内界での知覚像が正しく、外界と一致しているかどうかの判断はできない。
　例：似ている、似ていない肖像画　→　描かれている本人を知っていれば比較できるが、本人を知らなければ比較の仕様がない
（３）意識の一元論
「存在するとは知覚されることである。それを知覚する心、ないし思考するものの外では、いかなる存在も不可能である。」（バークリー）
人間は意識の世界しか認識できないのであり、認識できない実在の世界を考えない。意識上にあるものも、知覚像というよりは観念や現象といったものとされる（観念論、現象主義）
　→　では、知覚の正誤はどう説明するのか？（「存在するとは知覚されること」：定義上知覚は全て正しいのか？）
「実在と違うものを見た」ということに意味を与えたい
知覚が正しいかどうかについては、知覚と知覚の関係の中で、知覚像の集合がどれほど互いに関連してまとまりをもっているかという事を考える。
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例：夢と現実
どちらが夢でどちらが現実かをどう判断するか　⇒　量によって決まる、連続性があるかどうか
時間として長いほうが現実、短いほうが夢であり、夢による中断の前後で話がつながっていれば現実と考える。
（ｂ）他人の意識（他我問題）
・自他の同型性の信念（日常の実感である）
自分と他人もおおむね同じような心的状態（知覚・感覚・思考など）のあり方をしている
意識を考えるために痛みを例にとると、痛みについて他人を自分と同じようなものだと考えている
　　　→　根拠があるのか？
・他我認識の懐疑
自他の同型性の信念には根拠がない
　　　→　・他人の心のあり方は全く分からない
（日常では全ては分からなくても、程度や内容は分からなくても「怒っている」というのは分かるといったように少しは分かると考える）
　　　　　・そもそも他人に心があるかどうかわからない　→　他人には心なんかないかもしれない
　　　　　　（ゾンビ仮説：怪我をして「痛い」と言っても、口で言っているだけで感覚はないかもしれない）
・他我認識の問題
1 他人がどういう意識状態（知覚・感覚）にあるかをいかにして知るか。

2 他人の意識がそもそも存在するといかにして知るか。
この問題に対し二元論としては、以下のように答える
・類推説（他我認識の懐疑に対する１つの解答）
　   
　　　私の場合
　　　　　　私の心（痛み、悲しみ・・・）

　　　　　　　　　　↓心身連関の規則性が知られる

　　　　　　状況、私のふるまい（針を刺した手を押さえてうめく・・・）
　　　これを他人の場合に適用する
　　　　　　　　X　　　　
                ↓
　　　　　　状況、他人のふるまい　
「私の心：私のふるまい　＝　Ｘ：他人の振る舞い」　として、Ｘ(＝他人の心)を求める

つまり、私がこのような意識状態にあるとき、私はあのようにふるまう。それから類推して、他人が私と同様にふるまうとき、他人は私と同様の意識状態にあるといえるのである。

しかし類推説には多くの論点の穴がある

批判①　自他の同型性を前提としているため、論点先取である。

批判②　ゾンビの懐疑には無力である。(Ｘ＝他人の心と考えているが、Ｘ自体存在しないかもしれない)

批判③　類推説は「感覚説」を前提にしているが、「感覚説」には根本的な困難がある

・批判③について

「痛み」という言葉の意味は何か？

感覚説（きわめて常識的な考え方ではある）
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「痛み」　　　　　この（タイプの）感覚

感覚説の困難

「ここ（自分の腕）に痛みの感覚が生じている」とする

これを一般化すると

「あそこ（彼の腕）に痛みの感覚が生じている」

しかし、これは自分が痛みとして感じているこの感覚を、他人の腕に貼り付けて想像しているということ。
これと「彼が痛みを感じている」ということとは違う。

したがって、「他人の痛み」ということに、意味を与えることはできない。

そこで、意識の一元論としては他我認識の問題に対して以下のように答える

・行動主義 (独我論的)

他人の痛みはその外面的なふるまいで全てと考える

(あるパターンのふるまいをするだけのゾンビ)
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私と他人で「痛み」の意味が異なる

「私」･･･感覚

「他人」･･･ふるまい

だがこれでは「痛み」の意味の自他非対称性が生じ、納得できない。

そのため意味の対称性を与えるために、内面を切り捨てた、徹底的な行動主義が唱えられた。

　
徹底的な行動主義

私の場合も「痛み」＝ふるまい　である

　
しかし、これによると私の場合もゾンビでよい、ということになり納得できない。
２．記憶と過去
意識の一元論
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今の・私の・意識　←これらを出発点とする
（→時間・他我・外界、実在へ）
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独我論　　　　　　　　　　　　　独今(？)論
(私の意識が全て)　　　　　　　　　(今が全て)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「ラッセルの5分前世界創造仮説」
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過去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全宇宙史　
現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　５分前:状態Ω　　　　現代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「５分前に状態Ωの世界が突然生じた」
と考えても反証されない。
疑いの３つのかたち
理由のある疑い(日常の疑い)　　←ばらしようがある疑い
理由のない疑い　個別の疑い
　　　　　　　　包括的疑い
Ex.このおかずちょっと変な臭いがする。腐っているかもしれない。
Ex.今私は夢を見ているかもしれないと疑おうと思えば疑える。
Ex.全ては夢かもしれない。
包括的疑いに対する論駁法
偽札論法
　包括的懐疑は自己論駁的である。
・すべての(all)お札は偽札かもしれない　

↑誤り。「ニセモノ」は「本物」に寄生した概念（真札あってこその偽札）
　・任意の(any)お札に対して偽札かもしれない
anyで成り立つことがallで成り立たない

　　　　　

　　　本物　　ニセ　　　　　　　　　　　　　　  ニセ

　

　

「ニセモノ」というのは分類概念であり、全てがニセモノならば分類語としての機能は失われる

任意の部分は疑いうる。しかし、全て一挙には疑えない。

自分が何を疑っているかを理解する(=「疑い」という言葉が意味をなす)には、どこかに確実性が必要である
　Ex.全てが夢　→　夢という事の意味が失われる
これをラッセルの懐疑に適用すると

真の記憶　

ニセの記憶(記憶間違い)
　　　=「真の記憶」に寄生的

包括的懐疑は概念の成立基盤を崩してしまう。

ラッセルのいう５分前とはいつのとか
　世界ができたその「５分前」をどうやってはかればよいのか？

　

　　　　　　　　　違う「５分前」
我々の時間概念は世の中の出来事をかたるものである。時間は空間と独立して存在するものではなく、絶対時間・絶対空間は存在しない。

→それゆえ、我々の時間概念を世界そのものの創造に適用することはできない

・・・ということでしたが、この論点の穴に授業中野矢さんが気づいてしまいました。

理由のない疑いは疑いとして機能していない

　＝原理的にはらせない疑いは疑いとしての力を持たない

＝疑いは探求の開始
　
３．時の流れ
流れというものは相対的に静止した部分がある事で流れとして認識される。もし、全てが一様に流れていたら流れを認識する事はできない。この事は「時の流れ」についても同様ではないか？
・時制と日付
パースペクティブ的了解（時制による表現）と無視点的了解（日付による表現）の違い
空間の場合では、パースペクティブ的というのはある視点からの眺望という事であり、無視点的というのは地図での表現という事になる。我々の普段の暮らしではこの２つが混ざっている。（例：運転時のカーナビ……パースペクティブ的了解と無視点的了解の両方を使用している）
時間の場合、無視点的というのは世界年表のようなもの（過去・未来全て書かれた神の年表）
無視点的な地図や世界年表には現在位置（いま・ここの客観的時空点）は記されていない
しかし、時の流れというのは、ある出来事がより遠い過去へと推移していく事。
「変化」の２つの意味
1 ｅ１＝空腹である　ｅ２＝食事中　ｅ３＝満腹である　　空腹 → 満腹という変化
2 ｅ２（食事）という出来事が、未来 → 現在 → 過去 → より遠い過去と変化する（時間の変化）
①：変化という出来事　②：出来事の変化　であり、②は時の流れに関わり、世界年表では捉える事ができない
それゆえ、時の流れのためにはパースペクティブ的了解が必要
空間のパースペクティブの場合
　　　　　ここからの眺め
時間のパースペクティブの場合
いま現在からの時間的眺め　　　　　← 未来 ← いま → 過去 → もっと過去 →
アウグスティヌスの考え方
「いま」というのは
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　という視点（私はいま過去を思い出す）
　→　しかし、ここからでは時の流れは出てこない（基準となる現在の推移をいう事ができなければ「時の流れ」の意味がなくなる）
時の流れのためには＜いま＞の変化を捉えねばならない
１つの出来事は、それぞれのパースペクティブ的時間了解で別々に捉えられる。その時間的パースペクティブの変化が「時の流れ」という事になる。
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　＜いま＞が推移していく
そして、「時の流れ」というのは、この「いま」が推移していく事ではないか。
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しかし、我々からこの推移を捉える視点は存在しない。それぞれの時間的パースペクティブにおいてそれぞれの未来・過去・現在を捉える事はできるが、それらの時間的パースペクティブを捉える事のできるメタ的視点は我々の中には存在しない。
４．私的体験と私的言語
・逆転スペクトルの懐疑
私が「赤」と呼ぶものが、他の人には私にとっての「緑」に見えていてその人はそれを「赤」と呼び、私が「緑」と呼ぶものが、他の人には私にとっての「赤」に見えていてその人はそれを「緑」と呼んでいるかもしれない。
つまり、外面的な振る舞い、発話は全く我々と一緒だが、「赤」と呼ばれる色で我々と異なる色を見ているという人は考えられる。
また別の例では、我々が「痛い」と感じる感覚を「かゆい」と言う人が、我々が「かゆい」と感じる場面で、我々が「痛い」と感じる感覚を感じ、「かゆい」と言っているかもしれない
この懐疑を言葉でどう表現すればいいのか？
『君が見ている「赤」は本当はどんな色だ？　　もちろん「赤」だ。』
ここでの「赤」は公共言語（我々の言語、我々が使っている言語）
しかし、公共言語では逆転スペクトルの懐疑は表現できない
なぜなら、「赤」という言葉を学ぶ過程は、大人が「赤」と呼ぶものを見せ、「これは赤色だ」と教えるという方法である。そして、「赤」という言葉を学んでいるかどうかを確認するには、大人が「赤色」と呼ぶものをその子が「赤色」と呼び、その子が「赤」信号で止まるかどうかを確認するしかない。
つまり、子供が「赤」という語を正しく学んだかどうかの基準は、結局その子の振る舞いと発話によるしかない
→ 逆転スペクトルの懐疑は、公共言語では表現できない可能性があるというもの
　→ 私的言語を考えてみたくなる
例えば、Ｘさんが自分が見ている色を「アッカＸ」と名付ける
日本語で「赤」と呼んでいる色に対応する「アッカＸ」はＸが異なれば、意味が異なるのではないか？
このように逆転スペクトルの懐疑を表現する事はできないだろうか？
例：Ａさんが「アッカＡ」を見て、「赤」と表現し、それを聞いたＢさんは「アッカＢ」と理解する
「アッカＸ」……私的言語：他人には理解できない、学ぶ事もできない私専用の言語
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逆転スペクトルの懐疑が成り立つかどうかは、私的言語が成立するかどうかと考える
・私的言語批判
①言語は規則に従った活動である　②「私的言語」は規則に従った活動ではない
ゆえに「私的言語」は「言語」ではない
柿の実を見た時に、①私はこれが“persimmon”と呼ばれると思う
　　　　　　　　　②これは本当に“persimmon”と呼ばれる　　　　公共言語にはこの２つの区別がある
では、私的言語にはこの区別があるのか？　→ ない
柿の実を見た時に、私はこれが“persimmon”だと思う
　　　　　　翌日、私はこれが“poke-mon”だと思う
この２つはどちらも間違っていない。私がそう呼ぶと思っているだけである。
　→ つまり、実際には名付けているわけではない
「私は……と思う」と「本当は……だ」の区別がなくなって、「私は……と思う」だけしかなくなる
　→ あるものに対して、呼びたくなった名で呼ぶ
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　　→ 私はこの対象を「Ｐ‐ｍｏｎ」と呼びたくなったに過ぎない
別の見方：ある時の体験を「アッカ」と呼ぶ。後日ある体験を「アッカ」と呼ぶ。
　　　　　　→ ２つの体験が同じ体験かどうかわからない
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（公共言語で２つの違い何故あるのかについては、規範の生成での説明を参考）
私的言語：私はこれをＰと呼びたい　　　　　　　　　　自然
公共言語：私はこれをＰと呼ぶべき ＝ 規範性「べし」　規範
公共言語はアナログ的世界をデジタル的に切り分けている。公共言語を離れてしまえば、アナログ的なつながりしか残らず、感覚の違いを区別できなくなる。言語以前に感覚が存在しているのではない。
５．経験と知
我々は法則的な知識を持っている　　例：寒くなると銀杏は黄葉する、全ての蛇は冬眠する
帰納（Induction）の２つの意味
1 個別例をもとに法則を見出す（個別から一般へ、発見の仕方としての帰納）
2 法則を個別例をもとに正当化する（正当化の仕方としての帰納）
持っている黒板消しを放せば下に落ちると考える。それは以前にいろいろな物を放して落ちるのを経験したから。しかし、その黒板消しもその通りになるかは分からない
→　ヒュームの帰納の懐疑：過去の経験から未来がそうなるとどうして言えるのか？
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この関係が成り立つには、斉一性の原理が必要であり、斉一性の原理が帰納の前提
斉一性の原理：他の事情に変化がない限り、物事はこれまで通りに進む
　　　　　　　（自然とは過去に反復されてきたことを、これからも続けると考える）
しかし、斉一性の原理自身が法則的知識　→　斉一性の原理はどう正当化されるのか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（→　斉一性の原理の正当化に斉一性の原理を用いる事はできない）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　帰納的正当化は使えない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　斉一性の原理は正当化できない
では、法則的知識は絶対確実とは言えないが、かなり確実とは言えないか？
例：蛇は冬眠する……Ｌ　　　千匹観察　→　冬眠　→　Ｌは確からしい
　　　　　　　　　　　　　一万匹観察　→　冬眠　→　Ｌはますます確からしい
こうした考え方は確証の原理を前提にしている
確証の原理：関連する観察事例の増加に応じて、法則の確からしさは増加する
　→　確証の原理自身はどのように正当化できるのか？
　→　そこでは、確証の原理は前提にできない　→　正当化できない
よって、黒板消しが落ちるだろうと思う事が確からしいという事すら分からず、我々の知識は関連する経験を重ねても確からしいものにならないという事になる。
この懐疑に対するヒュームの答え
昨日は斉一性の原理が前提で、斉一性の原理は経験によって正当化できない。しかし、帰納は理性によって根拠づけられているものではなく、習慣によって築かれたものであり、このような「動物的」なレベルで成り立っている。つまり、理性的な営みは動物的なものによって成り立っている。
（知識を根拠づける根拠は根拠づける事はできず、無条件で受け入れる事しかできないのであり、動物的なレベルが根底にある）
・帰納は無根拠か？
根拠づけるという事を、経験によるものと考えれば確かに無根拠である。
では、我々の法則的知識は全て無根拠なのか？
　→　こうなってしまうと、「根拠」という言葉が浮いてしまう（指す対象がなくなる）
しかし、我々はよい根拠であるか悪い根拠であるか、また根拠があるか根拠がないかという分類をしている（経験的な裏打ちがあるかどうかで区別している）。こうした分類は帰納の懐疑とは別に存在している。
６．規範と生成
（１）規範とは何か？
欲求と規範の違い　　・欲求：～したい、したくない　　・規範：～すべき、すべきでない
欲求と対比される規範にも２種類ある（古くはカントにおける区別の仮言的／定言的）
「べし」　　・最適性：ある目的のために最も効果的な手段
　　　　　　・規範　：端的な「べし」
例　スパゲッティを茹でる時には塩を入れねばならない（最適性：コシのあるスパゲッティを作るという目的）
例　人を殺してはいけない（規範：目的のための手段としてではない）
問題にしたいのは、欲求の「～したい」でも最適性の「～べし」でもなく、規範としての「～べし」
では、規範の根拠とは何なのか？（最適性の場合は特定の目的に裏打ちされている）
（２）規範の根拠
参考：ゲームの規則の場合
例：将棋　歩の規則：１つだけ前に進む（構成的） ⇔ 定石、作戦（最適性：勝つという目的のための手段）
その規則がそのゲームを構成する（＝その規則を採用しなければ別のゲームになる）
　　　　　　　　　　　　　　　（＝そのゲームをしたいという欲求からその規則を採用する）
規則の構成的性格が、「人を殺してはいけない」といった規範の根底にあるのではないか？こうした規範はある共同体における構成的なルールではないのか？
（３）規範の意味
概念的に社会から隔絶されている「ロビンソン」を想定する。ロビンソンは規則に従えるか？
例：ある朝、「魚を食べてはいけない」と決める。（最適性のレベルではなく、端的な規範として定める）
確かに、一人で生活する上でも規則に従っている行動や違反した行動はとれる。
しかし、決定的な区別は、「規則に従っていると思う」と「本当に規則に従っている」という事の区別ができるかという問題。（誤解の可能性　⇔　違反の可能性）　参考：私的言語と公共言語
（ａ）ロビンソンの場合にはこの区別ができない
例：魚は食べてはいけない（[image: image15.png]


こういうのは食べるのはよそう）
ある夕方、ウツボ[image: image16.png]


を捕まえた。食べていいのか？（[image: image17.png]


は[image: image18.png]


に含まれるのか？）
魚を食べてはいけないという規則を考えた時、ウツボは想定していない。
魚（[image: image19.png]


）こういうの）かどうかはロビンソンが決める。
たとえ、[image: image20.png]


というものだったとしても、ロビンソンが魚でないと考えれば問題はない。
ロビンソンが規則に従っていると思っていながら、本当は規則に従っていないという事はあり得ない。
本当に規則に従っているかどうか判断するには、規則に従っていると思うのとは別の観点が必要である。
（ｂ）「規則に従っていると思っている」ことと「本当に従っている」ことの区別がないと、規則は意味を失う
規則Ｒを立てる
ある場面で個別例ａがＲに従っているとロビンソンが思えば、ａはＲに従っている　→ ロビンソンの思いのまま
ロビンソンには「誤解」の可能性がない　→ ロビンソンの思った通り　→ 規則が意味を失っている
規則が意味を持つには、行動をする主体とは別に、その行動が規範に従っているかどうか判断する別の観点が必要である。
一人でない場合を考える。対等なＡとＢが魚の規則をつくり、次の日にウツボを見つける。Ａは食べていいと言い、Ｂは駄目だと言う。この場合、どちらが正しいかという事はできない。規則の存在ではなく、規則の適用の仕方が問題であり、人数がさらに増えても対等な関係の下では一人の時と同じで「本当に規則に従っている」と判断する事はできない。「本当に規則に従っている」と１つの観点に集結させるには、ある力の非対称性が必要である。共同体の内側である大人が外側の子供を引き込む時に内側が正しいとする規範に従わせる。
７．（ａ）意味の在りか
言語学者として重要なのがフレーゲであり、フレーゲ以前を伝統的言語論（ジョン・ロックなど）と呼ぶ事にする。その伝統的言語論がうまくいかなくなった過程が今回の内容で、フレーゲ以後が次回の内容
新たな意味の産出可能性という問題とそれに対する応答としての伝統的言語論
例えば「昨日公園でタヌキが逆立ちをしていた」といった言葉を聞いた時、その内容を信じないとしても意味を理解する事はできる。つまり、我々は今まで聞いたことのない言葉でも瞬時に理解する事ができる。無限の可能性のある文を、無限ではなく有限的な機能（メモリなど）を持つ我々がどうして理解できるのか？
既知の語を既知の構文規則によって組み合わせる事で、無限に文の意味を作り出す。
こうした伝統的言語論の特徴の１つとして、語が意味の基本単位と考える点がある。そして語の理解により、文の理解ができると考える。
では、「語の意味」とは何か？
例　ポチは犬だ。
「ポチ」……固有名（ある対象を表す。ポチという対象）
「犬」……一般名 → ？
「犬」の意味、「犬」が表しているものは何なのか？無限集合なのか？
「犬」という言葉の意味をどうやって教えるのかという事を考える。言葉で意味を教える事にも限りがある（説明する際に使う「動物」などという言葉の意味が問題になる）。また、実物を見せて教えたとしても問題がある。
例：太郎という子供に「これが犬だ。」と言ってある一匹の犬を前にして教えたとしても、次に別の犬に出会った時に、その犬が先ほど「犬」と教えた犬とは別のものであるから太郎は「犬」とは言わない。新たにその犬も「犬」だと教えたところでまた新しい犬に出会えば、太郎はその犬を「犬」とは呼ばない。現実に出会う犬は色や耳の形などさまざまな部分で異なっており、太郎はあくまで「犬」と言って見せたものについてのみ「犬」と理解する。
我々は「犬」というものに出会えるのか？世界で出会えるのは全て個別的な犬であり、他方、「犬」の意味は一般性を持つ。（言葉には一般性があり、動詞などの述語も一般的にものである。例えば「白い」といっても個別の白さがある。）：個別性と一般性のギャップの問題
この問題に対する伝統的言語論の答え
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　「犬」の意味
「犬」 → ？ ＝ 犬の一般観念
伝統的言語論の２つ目の特徴として、一般名の意味を一般観念と考える
伝統的言語論の問題点（３つ）
（１）一般観念とは何か？
伝統的言語論の提唱者であるロック自身は明確には答えていない。バークリーは「三角形」を例にして、一般観念はイメージのようなものと想定して反論した。それに対し、ロックは一般観念はイメージではないと言ったが、それでは何なのか？
（２）コミュニケーションの懐疑を引き起こしてしまう
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２人の一般観念が同じという保証はなく、まったく違うものかもしれない。この問題は他我問題とは別の問題である。他人が何を言っているのかを理解するために他人の心の中を考える必要があるが、それに言語的コミュニケーションを用いる事ができなくなってしまう。
（３）無限後退
個別性と一般性のギャップは、一般観念でも残ってしまう。
先ほどの太郎の例の続き：太郎が「犬」という一般観念を形成したとする。しかし、次の日に形成した一般観念と前日の一般観念とは異なると言いだす。
一般観念とはある心の状態であり、心の中も世界として個別的である。個別の心の状態として理解されうる。
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αもβも「犬の一般観念」と呼ばれるべき状態であると理解するためには、再び抽象が必要
心の状態　α、β　― 抽象 →「犬の一般観念」という一般観念　　→　無限後退になる
一般観念が心の状態である限り、個別的なものであり、それを抽象しなければならない。
世界が個別で、別に心に一般観念が存在すると考える　→　しかし、心も個別的であった
心を持ち出しても問題は解決しない
７．（ｂ）言葉と可能性
動物は後悔するのか？ → しないだろう
後悔しているかどうかをどうやって観察できるのか、自然科学では不可能であり哲学の問題である。後悔とは現実での行為について「ああしなければよかった」と反事実的な事を考える事である。反事実的な事を考える理由を人間が持つ言語の特徴から考える。
可能性という言葉には、①日常的な意味と②哲学的な意味の２つの区別がある。
①は実際に能力的にできるかどうか、②は反事実的な思い（「私が今総理大臣だったら」と考える事）
可能性と現実性
現実は可能性のごく一部であり、可能性は現実より上の次元にある（自然数と実数のようなもの）
しかし、我々は現実しか知らず、現実以外の可能性は認識の対象外である。
（１）（反事実的な）可能性を了解するためには、世界は分節化（articulate：パーツに分ける）されていなければならない
現実には机の上に黒板消しがあるが、反事実的な可能性として黒板消しが床の上にあると考えるには、黒板消しが分節化されていなければならない。世界から分節化されていないとは、１つの具象画を抽象画として見てしまう事。
例：ピンクのノートが黄色だったらと考えるには、色を世界からパーツとして切り取り、長方形でなく丸だったならと考えるには、形を世界から切り取り、別の組み合わせを考える。
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（２）世界を分節化するためには、可能性が了解されていなければならない
黒板消しを机の上から切り離すには、黒板消しが他の場所にある可能性があると分かっている必要がある。逆に言えば、分節化ができない人は、黒板消しが他の場所にある可能性を考えていない、つまり、黒板消しと机が融合している１つのものだと考えている。
（３）可能性を了解するためには、言葉（ないし、それに相当するもの）がなければならない
例：模様替え、引っ越しをする時に

縮尺版を作って、配置を考える。もし現物しかなかったら、実際に机などを移動させる必要があり、その場合は単なる可能性としてではなく全て現実性のものとなる。この縮尺版の箱庭が言葉に相当するもの
現物を表現する（代理する）もの　＝　言語
……厚紙を四面上でしかじかに配置した
　　　＝現実の事実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→現物の東京タワーを表現している
　　　　　　↓
……可能な家具の配置を表現している
東京タワーを駒場キャンパスに建てる　＝　反事実的な可能性を表現している
可能性というのは現実とかけ離れたものではなく、言葉も現実の一部にすぎない
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（４）可能性を表現するためには言葉は語に分節化され、語が様々に組み合されうるものでなければならない
　　　　＝構文論的構造をもった言語
構文論的構造をもった言語によって可能性が表現され、可能性で世界は分節化される一方で、分節化されていなければ構文論的言語もない。この３つが循環して輪になっている。
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現実は分節化される上で他の可能性も織り込まれており。人間はいつも反事実的な可能性を考えながら生きている。
８．行為と可能性
意志のアポリア（袋小路的な難問）
我々人間がやっている行為（あいさつ、学校へ行く）は単なる自然現象とどう違うのか？
人がする行為の中でも、自然現象のようなものがある（あくび、汗、腰が抜けるなど）。
単なる自然現象と行為の区別は何なのか？
（上記の区別をする条件として）行為 ＝ 運動 ＋ 意志　と考える（行為者の意志があるかどうか）
しかし、この図式はうまくいかない。意志とは何なのか？
理由①　無限後退
意志がどうやって起こるのかを考える。意志は恐怖などと同じ心の状態なのではないか？
１．恐怖のあまり → 飛び上がる ← 単なる運動 ← 自分ではどうしようもない
２．意志　　　　 → 手を挙げる ← 行為　　　 ← 自分の意思で挙げた
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意志が生じてしまったから仕方なく手を挙げたと考えるのは無理があるように思われる。では、どこでコントロールできるのか？
・意志が生じた → 手を挙げる　この２つの間で意志に従う、または意志に従わないかのコントロールをするのか？
しかし、この段階で「意志に従おう／従うのはよそう」という意志が必要
　→ 無限後退（意志に従おうという意志に従おうという……）
では、意志が生じてしまったら手を挙げてしまうとして、次に意志が生じる段階でコントロールできるのか？
・意志が生じた → 手を挙げる　意志が生じる段階でコントロールするのか？
しかし、またこの段階で「意志を生じさせよう／させるのはよそう」という意志が必要 → 無限後退
理由②　そもそも「意志」という心的状態などないのではないか？
恐怖の場合、恐怖心という状態を考える事ができる。しかし、意志の場合は同様のものを考える事ができるのか？手を挙げる事なく、手を挙げようとする意志の心の状態はあるのか？
結果として、行為 ＝ 運動 ＋ 意志という図式は成立しない。かくして、改めて行為と単なる運動を区別するものは何かと問われる。
方針：行為とは運動に与えられた意味
単なる運動 …… ケイレンして手が動いて人を殴る
行為 …… ・意図せざる行為 … 虫を払おうとして殴った
　　　　　　　　・意図的行為　　 … 殴ろうと意図して殴る
例：通りの向こうの友人を呼ぼうとして手を挙げたら、タクシーが止まった。単純に手を挙げたその場面を切り取ったら、その人がどういう行為をしたのかは分からない。同一の運動でも周囲の状況によって行為の意味は変わる
 ←「あいさつをした」　　　記述１
 ←「タクシーに合図した」　記述２
　記述１の下では意図的行為だが、記述２の下では意図的行為ではない
→ 意図的行為かどうかは、それがどのような言葉で記述されるかによる（記述依存性）

 ← 行為としての意味を与えられているかどうかが問題
　　　→ では「行為としての意味」とは何か？
ここで、手がかりとして「原因」と「理由」を区別したい。
「なぜ～なのか？」と問われて、原因を答える場合と理由を答える場合がある。
プリントの例
この台風はなぜ九州に上陸したのか。 → 気圧配置がこれこれだから。……原因
なぜ殴ったんだ。 → 仕返しさ。……理由
理由の例で言っている事は、殴った事に対しての意味を与えているという事。気圧配置の説明は意味を与えているわけではない。台風の上陸についても「天罰だ」などと意味を与える事も可能である。ケイレンして人を殴ったと説明する事は行為としての意味を与える事を拒否して原因として説明している。
→　原因と理由の違いとは自然的な文脈と社会的な文脈の違いによる。
なぜ？の問いに理由で答える － 行為（としての特徴、行為と理由の結びつき）
　＝ 意味を与える（責任、他者理解、社会的な文脈）
行為かどうかを区別するのは、どう記述するかという言語的問題が入り込んでいる。言語を持たない者の運動についても、我々がどう記述するのかという問題であるので、一概に行為でないとは言えない。
そして、行為として記述するかどうかが正しいかという問題は、行為であるかどうかの基準が記述とは独立して存在しないと考えているために判断できない。未知の惑星を探査して発見した生命体が行為をしているのかどうかという問題は自然科学的な探究ではできない。その生命体と交流して作り上げた社会の中で彼らの行為をどう描写するのかという問題である。つまり、行為であるか行為でないかは、いわば文化の問題という事になる。
９．自由
様々な種類の自由があるが、扱うのは基本的な自由（手を挙げる自由など）。この自由は認められるのかという事について、これを認めない強力な理論として存在した決定論との関係を考える。
私は今右手を自由に挙げた
　　　　　　　＝ 手を挙げないでもいられた　→　しかし、この事を証明するのは困難
既に手を挙げてしまった後に、「手を挙げないでもいられた」と示す事はできない。「手を挙げないでもいられた」という主張に対して、決定論者は「手を挙げずにはいられなかったから挙げた」という説明をする。同様に、「ほら、手を挙げないでもいられる」と主張したところで、「いや、手を挙げないでいられずにはいなかった」と説明される事になる。自由を主張する立場と決定論を主張する立場の間には両立しがたい問題がある。
・決定論
厳密な因果法則：Ａというタイプの出来事が生じると、それが原因となって常にＢというタイプの出来事が生じる
例：一生懸命走ると息が切れる……法則（繰り返される事）
　　　　走った → 息が切れた
　　　　　←　個別の出来事 ＝ 「走る」というタイプ
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1つの出来事についても、いくつものタイプで捉える事ができる。出来事ａをＡ１というタイプで捉えたらタイプＢ１の出来事ｂと因果関係が成り立つ。しかし、Ａ２というタイプで捉えたら因果関係は成り立たない
例：オレンジ色の玉の形をしている薬を飲んで、熱が下がった時に
「薬を飲んだら、熱が下がった」と捉えるか、「オレンジ色の玉を飲んだら、熱が下がった」と捉えるか
繰り返していく法則の中で、残りうるタイプの組み合わせが因果関係として使用される
決定論：どんな出来事ｘに対しても、原因ｙが存在し、「ｙならばｘ」を成り立たせるような厳密な因果法則が成り立っている。
より厳密に書くと
決定論：どんな出来事ｘに対しても、出来事ｙが存在し、ｘはタイプＡであり、ｙはタイプＢであり、厳密な因果法則「ＢならばＡ」が成立している
私が手を挙げる　←　出来事ｙ
　　　ｘ　　　　　　（原因）　　　　ｙならば常にｘが生じる
ｘを生じさせないためには、ｙを生じさせなければよいが、ｙにも同様に原因となるｚが存在しているといったように、
世界の状態が全て物理法則で決まると考えるのが決定論である。手を挙げるという自由があり、その自由のある心は物理法則に従わないと反論してみても、実際に全てが物質で構成されている人間の腕の動きは物理法則に支配されているのであり、その物理法則に心が関与するという事は認められない。
決定論は自由と両立しないように思われる
　自由に手を挙げた ＝ 挙げないでもいられた
 ＝ 挙げる／挙げないは自由に選べた　← 決定論と衝突する
・両立論
こうした自由と決定論の衝突を避けるために考えられたのが両立論、つまり、自由と決定論は両立するというのが両立論である。そして、この2つの両立のために、自由の捉え方を少し変える。
自由 ＝ 強制されてないという事
例：「自分の足で教室に来たか」と「腕をつかまれて教室に連れてこられたか」という違いを考える。前者が自由であり、後者は自由でない。そして、決定論と両立するために、前者は「自由に来るように決定されていた」のであり、後者は「強制されて来るように決定されていた」のだと考える
「自由に手を挙げるように決定されていた」という考えに対し、「手を挙げないでもいられた」という自由の考え方にも意味を与えたい。
両立論の考え方では、
手を挙げないでもいられた ＝ 手を挙げずにいようと思ったならば挙げなかった
挙げよう → 挙げた　　挙げずにいよう → 挙げない　（ただし、これらの過程は決定されている）
しかし、「挙げようとも挙げずにいようとも思った」という考えを決定論は認めない。どちらにも分岐できるような考えは、やはり決定論とは両立しない。決定論というのはニュートン力学と相性が良く、初期状態が決まると任意の時点での状態が全て決定されるという考えである。
両立論に反対する非両立論には２つの考え方がある。自由を認めようとする考えと自由を認めない考え方（決定論。全て決定されているが、この先の事は知りえない。その不透明さが自由という幻想を生み出すという考え）。
非両立論で自由を擁護する考えは、両立論を否定し、決定論も否定する必要がある。決定論の背景にあるニュートン力学に対し、次の行動が確率的に決まるとする量子力学をもとに非両立論を考える立場がある。
例：サイコロを振って次の出来事が決まるとする。１の目で「右手を挙げる」、２の目で「左手を挙げる」……といったように決まり、１の目が出たので「右手を挙げた」といった風に行動する。これで決定論の考えを破る事はできるが、こうした行動を果たして自由と呼ぶ事ができるのか？量子力学的な考え方でも、結局は自分の意図で行動を決める事はできておらず、サイコロの目で決まった行動に従わざるを得ない。量子力学的な非決定論で自由を確保する事はできないのではないか。
自由を認めようとしても、決定論では自由と両立するとは言い難く、量子力学的な非決定論での自由にも満足できないとした時、どう考えるのか。この問題に対する野口教官の暫定的解答を示すと、
・暫定的解答
自然科学で世界の全てを決定できるとは考えず、自然科学には限界が存在すると考える。
「世界は全て法則で決まっている」というのは幻想である。世界が法則で捉えられているからと言って、法則で世界の全てが決まるわけではない。
例１：状態方程式　ＰＶ＝ｎＲＴ
しかし、この法則に従う気体など世界には存在しない。なぜなら、理想気体というものを前提としている。
例２：フックの法則　ｘ＝ｋＦ
この法則でも、完全弾性体、弾性限度内という前提があり、これを満たす物体は世界に存在しない
しかし、これらの法則が間違っているわけではない。法則は世界そのものを表しているのではなく、世界の認識の方法といった規範的なものである。
例：ニュートン力学（運動方程式と万有引力の法則）
ある惑星の軌道が、ニュートン力学での計算上の軌道とずれているという事例が見つかった時に、より詳しく調査したところ、その惑星の軌道の近くに、新たな惑星を発見した。
この事例では、ニュートン力学という法則があるからこそ、その法則とのズレを見つけた。そして、そのズレを解明しようとして、新たな惑星という発見をする事ができた。
このように法則は、むしろ法則と現実のズレを見出すためのものであり、法則とのズレを説明していく事で新たな発見、理論展開が生まれる。そして、新たに生まれた法則も現実とのズレを見出す事でまた新しい発見が出てくる。こうしたズレの発見は終わる事がなく、そのズレを生みだす行動をとり続ける事ができるというのが自由という事なのである。
レジュメに載っている暫定的解答の説明も書いておきます。
私は、自由は決定論とも非決定論とも両立しないと考えている。つまり、「すべての現象は自然法則に従っている」とする考えはまちがっていると言いたい。
一般に法則には「付帯条件」がついている。（状態方程式ＰＶ＝ｎＲＴは理想気体に対して成り立ち、フックの法則ｘ＝ｋＦは完全に均質な弾性体の比例限度内において成立する。）また、法則命題はさしあたり無関係と判断される無数の条件を無視している。すなわち、無視されている条件をひとまとめにした「その他の条件が一定であれば」という趣旨の条項（条件一定条項）が法則には伴っている。
このように、法則「ＡならばＢ」は無条件で成立するとされているわけではない。そこで、もしＡなのにＢではないような反例が見つかったとするならば、そのとき、例えば何か今まで無視していた要因がここにおいて働いているのだと考えられ、むしろその要因を特定するように促される。そこで新たに原因に組み込まれるべき要因αが見つかったとしよう。そのとき、法則は「Ａ＋αならばＢ」と修正される。（一般にこれは法則「ＡならばＢ」の修正ではなく、付帯条件の修正とみなされる。）こうして新たな要因を探し出す事は、科学の生産的な活動の一つに他ならない。
そこで、自然科学が最大限成功したとしてみよう。自然科学は私が何か行動をとった時に、私がそのように行動した原因を調べ、私の行動Ｂを「ＡならばＢ」という法則の内に取り込む。しかし私は、次の機会にできごとＡが生じたときに、Ｂをしないことによって、この法則は裏切ることができるだろう（根拠はないが、自信はある）。すると自然科学は、新たな要因αを見出し、「Ａ＋αならばＢ」という法則の内に行為Ｂを取り込むかもしれない。だがそれに対しても私は、次の機会にできごとＡ＋αが生じたときに、Ｂをしないことによって、その法則もまた裏切ることができる。すると自然法則は……。あとはこのイタチごっこである。
自然科学における法則とは、しかし、こういうものなのではないか。つまり、「この法則に反するような現象に出会ったならば、どうして法則通りにいかなかったのかを説明するような新たな要因を探せ」という探究の指針を与えるもの、それが自然科学における法則の役割なのである。
この探究の指針は有効に働いてきたし、おそらくこれからも有効に働くだろう。しかし、これは終わりのない探究なのである。すなわち、「（Ａ＋α＋β＋……ω）ならばＢ」という完成された形の厳密な因果法則はありえない。というのも、私はつねにその法則を出し抜くような行動をとれるだろうから。（それが「自由」ということの意味である。）
